
第９２号議案 

 

   東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和３年１２月２日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫  

 

（提案理由） 

 この案は、幼稚園教育職員の期末手当の額を改定するため提出

します。 

 



   東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例 

                              

第１条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成

１２年３月台東区条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２７条第２項中「１００分の２５」を「１００分の１０」

に改め、同条第３項中「１００分の２５」を「１００分の１０」

に、「１００分の１０」を「１００分の５」に改める。 

第２条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部

を次のように改正する。 

  第２７条第２項本文中「１００分の１０」を「１００分の２

５」に、「１００分の１１２．５」を「１００分の１０５」に、

「１００分の１１７．５」を「１００分の１１０」に改め、同

項ただし書中「１００分の１０」を「１００分の２５」に、「１

００分の９２．５」を「１００分の８５」に、「１００分の９７．

５」を「１００分の９０」に改め、同条第３項中「１００分の

１０」を「１００分の２５」に、「１００分の５」と、「１００

分の１１２．５」を「１００分の１０」と、「１００分の１０５」

に、「１００分の６２．５」を「１００分の６０」に、「１００

分の１１７．５」を「１００分の１１０」に、「１００分の６７．

５」を「１００分の６５」に、「１００分の９２．５」を「１０

０分の８５」に、「１００分の５２．５」を「１００分の５０」

に、「１００分の９７．５」を「１００分の９０」に、「１００

分の５７．５」を「１００分の５５」に改める。 

   付 則 



 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和

４年４月１日から施行する。 


